
8

凡 例
土石流

急傾斜地

前
橋

長
瀞 線

太駄郵便局

秩
父
児
玉
線

いろは橋

　土砂災害防止区域とは、急傾斜地の崩壊及び土石流等が
発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるお
それがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避
難体制の整備が行われます。
　土砂災害特別警戒区域とは、急傾斜地の崩壊及び土石流
等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命
又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる
区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規
制、建築物の移転等の勧告及び支援措置並びに宅地建物取
引における措置が図られます。

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により、児玉町太駄の一部が
埼玉県知事から土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定されましたのでお知らせします。

　市では毎年、土砂災害警
戒区域及び土砂災害特別警
戒区域に指定された地域を
対象に、防災訓練を実施し、
住民の避難訓練や土砂災害
に関する説明、防災用品の
展示・配布など、土砂災害
に対する取り組みを行って
います。

お問い合わせ　本庄県土整備事務所☎㉑３１４１
　　　　　　　総合支所総務課☎72１３３１（内線２１１）
お問い合わせ　本庄県土整備事務所☎㉑３１４１
　　　　　　　総合支所総務課☎72１３３１（内線２１１）

本庄市

区域指定箇所　位置図
（指定区域の大まかな位置です。詳細な図面は、本庄県土整備事務所・総合支所総務課にあります。）

避難訓練の様子
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市では、税務署に「所得税の確定申告書」を提出した人について、
その申告書に基づいて市民税・県民税を課税しています。重要な課
税資料となりますので、次の記載例を参考に間違いや記載漏れのな
いよう、ご注意ください。

市では、税務署に「所得税の確定申告書」を提出した人について、
その申告書に基づいて市民税・県民税を課税しています。重要な課

確定申告確定申告その前にその前に

平成18年12月31日までに締
結した長期損害保険契約等
（保険期間や共済期間が10
年以上の契約で、満期返れ
い金などを支払う旨の特約
があるものなど）かつ、平
成19年１月１日以後に契約
の変更をしていないものに
限られます。

給与所得・公的年金等に係
る所得以外の市民税・県民
税の納税方法をチェックし
てください。

寡婦（寡夫）の人
は、該当する箇所
にチェックをして
ください。

記入した障害者
が特別障害者の
場合は、氏名を
○で囲んでくだ
さい。

生計を一にする配偶
者や親族が、申告者
が経営する事業に従
事している場合は記
入してください。

上場株式のみが該当
になります。控除額
が生じる場合は、そ
の金額を記入してく
ださい。

事業専従者欄や配偶者（特
別）控除・扶養控除欄に記
入した人が、別居している
場合に記入してください。

主な要件は次のとおりです。
【配偶者控除】
１年間の合計所得が38万円
以下（給与収入にすると
103万円以下）の配偶者が
該当。
【配偶者特別控除】
申告者の１年間の合計所得が
1,000万円以下で、配偶者の
合計所得が38万円を超えて
76万円未満の場合に該当。
【扶養控除】
１年間の合計所得が38万円
以下の扶養親族が該当。

住宅ローン控除の申告はお済みですか？
　住民税・県民税の住宅ローン控除（住宅借入金等特別税額控除）の申告期限は３月16日㈪です。申告書
は、申告会場（市役所６階大会議室及び総合支所大会議室）にあります。また、市ホームページ（http://
www.city.honjo.lg.jp/）からもダウンロードできます。
※住宅ローン控除を受けるためには、毎年申告をする必要があります。申告相談の日程については、広報
ほんじょう２月号をご覧ください。

確定申告書Ｂの
記載例　　　　

★課税課☎㉕１１２３
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